
佐分利小学校学校ガイド 
学校教育目標 

「自分らしく 伸び合う さぶりっ子」 

＜めざす児童像＞ 

○自分らしさをお互いに認め合う子 

○学びを楽しめる子 

○地域や家庭が好きな子 

＜めざす学校像＞ 

○子どもが通ってよかったと思える学校 

○保護者が通わせてよかったと思える学校 

○地域との絆（ふるさと学習）を大切にする学校 
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生活時程 家庭との連絡 服装 学習用具 佐分利小学校スマートルール 
 

 月 火 水 木 金 

朝読書 

全校朝礼 

８：１０～ ８：２０ 

タイピング練習 
朝読書 
全校朝礼 

Qubena タイム 朝読書 タイピング練習 

朝の会 ８：２０～ ８：３０ 

第１校時 ８：３０～ ９：１５ 

第２校時 ９：２５～１０：１０ 

業 間 １０：１０～１０：２５ 

第３校時 １０：３０～１１：１５ 

第４校時 １１：２５～１２：１０ 

給 食 １２：１０～１２：５５ 

昼休み 12:55～13:15  12:55～13:15 12:55～13:25 
大休み 

なかよし班遊び 清 掃 13:20～13:30  13:20～13:30 

着替え・連絡帳  13:30～13:40 12:55～13:10 13:30～13:40 

昼活動 13:40～13:50  13:40～13:50 

第５校時 13:55～14:40 13:10～13:55 13:55～14:40 

帰りの会  【中高：帰りの会】  
14:00～14:10  

第６校時   

14:50～15:35 
14:15～15:00 

14:50～15:35 
【低学年】 
がんばりタイム 

14:05～14:35 
 

【低学年】 
帰りの会 

14:40～14:55 

【低学年】 
帰りの会 

14:40～14:55 

帰りの会 14:40～14:55 15:35～15:50 
【低：帰りの会】 

14:40～14:55 15:35～15:50 

第７校時  
委員会・クラブ 

15:05～15:50 
 

下校時刻 
全校集団下校 

15:05 
（バス 15:21） 

１～３年下校 
15:05 

（バス 15:21） 

１・２年下校 
15:05 

（バス 15:21） 

１年下校 
15:05 

（バス 15:21） 

４～６年下校 
16:00 

（バス 16:31） 

３～６年下校 
16:00 

（バス 16:31） 

２～６年下校 
16:00 

（バス 16:31） 

【欠席・遅刻の連絡】８:１0 までに 
Home & School または電話でご連絡く

ださい。 
 

【早退や体育の見学】 
Home & School または電話・連絡帳で

お知らせください。 
 

【学校から家庭への緊急連絡】 
荒天時の登下校時刻の変更、災害発生時等

でお子さんの引き渡しを行う場合には、 

Home & School でお知らせします。 
 

【家庭から学校への緊急連絡】 
休日・夜間における緊急の連絡は、「休日

緊急連絡」でお願いします。 
 

【学校便り・学級通信等】 
学校便り・学級通信、その他連絡は基本的

に午後５時に配信します。 

 

【制服】 
・上着着用（４月～５月、１０月～３月）、 

・白カッタ－・ブラウス・白ポロシャツ 

  ※冬季はセ－タ－やベストの着用可      
 

【体操服】  

・学校指定の白半袖シャツ、青短パン 

・寒い場合は学校指定の長袖ジャ－ジ  

・ゴムひも付き赤白帽子（たれ付き） 
 

【水着】  

・黒か紺学童用水着（ラッシュガード可） 

 ・水泳帽の着用（水色以外の色） 
 

【シューズ】 
 ・グラウンド用、内ばき共に、白色のもの 

 ・通学用は特に指定しない。 

（低学年は、ひものないものが望ましい） 
 

【傘、合羽】 
 ・交通安全のため黄色のものを使用する。 

 （低学年は雨合羽の着用が望ましい。） 
 

【髪の長さ】 
 ・前髪は眉毛より長くならないようにし、

横や後ろの髪は肩についたら結ぶ。 

【筆箱の中】 
・鉛筆 5 本程度（学年で決まった濃さのも

の。シャ－プペンは使わない。） 

・赤鉛筆・青鉛筆（赤ペン・青ペン） 

・名前ペン（油性） 

・消しゴム（よく消えるもの） 

 

【その他】 
・色鉛筆・クレパス（12～16 色程度のもの） 

・下敷き・定規・三角定規・分度器 

・スティックのり・はさみ・粘土 

・習字セット・絵の具セット・裁縫セット 

・リコーダー 

※飾りがついたものは、使いにくく、学習に

集中しにくいので使用しない。 
 

【タブレット端末】 
タブレット端末は学習に役立てるものな

ので、学習以外に使用しないこと。 

故障・破損の事由によっては、保護者に修

理代等を負担していただく場合があります。 

 

１ ネット上に、人のいやがることや悪口や個人

情報をのせない。 

２ SNS やゲーム、動画などの通信メディア

は、１日１時間が目安。ただし１回のメディ

ア時間は 30 分で、休憩時間を 10 分以上取

る。 

３ メディアの使用は、低学年は８時まで、中学

年は８時３０分まで、高学年は９時まで。 

４ しなければいけないこと（宿題や家庭のルー

ルなど）をすませてから使う。 

５ 15 分以上読書の時間をつくる。 

６ メディアはできるだけ家の人がいるところで

使う。 

７ メディアについて家の人と決めたルールを守

る。 

【アウトメディア・家庭読書の日】 
大飯中学校区 4 校がそろって、メディアに触

れる時間を減らし、家庭読書や家族との団らん

の時間を増やす取組をします。（中学校のテスト

期間に合わせて実施） 

１学期 6 月 16 日（月）～  18 日（水） 

２学期 ９月 29 日（月）～10 月 2 日（木） 

11 月 25 日（火）～  27 日（木） 

３学期 2 月 16 日（火）～  19 日（木） 

学校の主な行事（予定） 安全な行動について 保健室より 教育相談について 諸費用及び集金について 
【１学期】 ４月 ８日（火） 入学式 

      ４月 ９日（水） 始業式  

      ６月 ７日（土） 校内体育大会 

      ７月１６日（水） 保護者会 

７月 1８日（金） 終業式 

【２学期】 ９月 １日（月） 始業式 

     １０月 １日（水） 郡連合体育大会 

 １０月２３・２４日（木･金）修学旅行 

     １０月２９日（水） マラソン大会 

     １１月１４日（金） 郡連合音楽会 

     １２月１９日（金） 保護者会 

     １２月２３日（火） 終業式 

【３学期】 １月 ８日（木） 始業式 

      ２月 ６日（金） なわとび大会 

      ２月１３日（金） 学習発表会 

３月１３日（金） 卒業証書授与式 

３月２４日（火） 修了式 

 

     ※今後変更の可能性があります 

（１）自転車の乗り方と行動範囲 

   ・校区内で乗る。 

   ・県道では、自転車に乗らない。 

   ・乗車時はヘルメットを着用する。 

（２）校区外外出 

   ・子どもだけで校区外に行かない。 

（３）帰宅時間 

・午後５時になったら自分の家に帰る。 

（４）登校時に防犯ブザーをつける。 

（５）友だちの家には泊まらない。 

（６）危険な遊びはしない。 

（７）パソコンやゲームは、スマートルー

ルを守って正しく使う。 

  （自分や友達の住所や電話番号、写真

などは絶対に入力しない。また、人

を傷つける書き込みなどもしない。）  

・保健室は、一時的に応急処置を行い、経過

をみる場所です。 

・２時間休養しても症状が改善されない場

合、発熱の症状がなくても状態が悪い場合

は、家庭に連絡し保護者に迎えをお願いし

ます。 

・生命の危険があると思われる場合は、学校

長の指示を受け救急車を要請することが

あります。 

【学校のけがで病院で受診したら】 
・登下校時や学校生活のけがは「日本スポー

ツ振興センター」（加入同意書が必要です）

の対象となります。 

・けがをして受診した場合は担任までご連

絡ください。必要な書類をお渡しします。 

【感染症の診断を受けたら】 

・感染症の診断を受けた場合、16時 40分

までに、学校にご連絡ください。その日か

ら出席停止扱いとなります。 

・お悩みは気軽に御相談ください。専門のス

クールカウンセラーとも相談できます。 

・就学援助は年間を通じて対応します。 

・集金は、毎月 27日に指定口座から下記の

ものを振替します。 

①給食費  ・・・月額 3,000 円 

②ＰＴＡ会費・・・年間 3,000 円 

（３期に分けて引き落とし） 

③教材費等 ・・・月額 1,000～2,000 円  

④修学旅行積立・・月額 500 円 

          （変更の可能性あり） 

いじめ防止対策について 

・「いじめ」とは、児童等に対して、当該

児童等が在籍する学校に在籍している等当

該児童等と一定の人的関係にある他の児童

等が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって、当該行為の対象と

なった児童等が心身の苦痛を感じているも

のをいう。 （いじめ防止基本方針から） 

・学校では、 

 ①いじめの未然防止 

②いじめの早期発見 

③いじめへの組織的な対応 を図ります。 

学校ブログについて 

・学校の活動の様子を、毎日ブ

ログで配信しています。 

右の QR コードからアクセ

スすることができます。 

 
https://ohi.schoolweb.ne.jp/1810002 

mailto:saburi-e@town-ohi.ed.jp


 


